
水銀排出施設を設置・運営する際には、届出、排出基準の遵守、
濃度の測定・記録・保存などが必要です。
また、水銀排出施設以外でも、水銀等の排出量が相当程度多く、
その排出を抑制することが適当である施設（要排出抑制施設）では、
自主的取組（基準の作成や濃度の測定等）による排出削減が必要です。

水銀排出施設の設置・運営には、
様々な対策や届出が必要です。

水銀大気排出抑制対策の取組について

石炭火力発電所／産業用石炭燃焼ボイラー
非鉄金属製造施設／廃棄物焼却炉
セメントクリンカー製造施設

水銀排出施設を設置する、もしくは構造等
の変更をする場合は、都道府県知事等に事
前の届け出が必要です。

どんな場合に届出が
必要になりますか？

施設設置の届出のほかに、排出基準の遵守と
水銀濃度を測定し、記録を保存することが義
務付けられています。

届出のほかに
どんな義務がありますか？

以下のような入口・出口の対策を確実に実施する必要があります。

水銀排出を抑制するために、
どんなことをすればよいですか？

蛍光灯や体温計といった水銀廃棄物を混入
しないように、分別・混入防止を徹底しま
しょう。水銀含有量の少ない原燃料を選択
することやその原燃料の管理を徹底するこ
とも対策となります。

大気汚染防止法等で規制されている、ばい
煙やダイオキシン類の排出ガス処理を確実
に実施し、大気中への水銀排出量を低減し
ましょう。

例：集じん機（バグフィルター、電気集じ
ん機 等）の設置・活性炭の吹込み　等

入口　　　の管理 出口  　　　　 の管理投入物 排出ガス処理

水銀廃棄物 燃料（石炭）

製銑の用に供する焼結炉（ペレット焼成炉を含む）
製鋼の用に供する電気炉

水銀排出施設

要排出抑制施設




